
山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
二
五

月 曜 日

第
四
十
三
号

　

令
和
元
年

十
月
二
十
一
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請	

三
二
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出	

三
二
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出	

三
二
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出
（
十
一
件
）	

三
二
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
基
準
面
積
以
下
と
す
る
旨
の
届
出	

三
三
〇

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
三
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1
	　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
ま
な
し
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
・
ラ
ボ

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

小
林
和
美

　

3
	　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
千
二
百
三
十
二
番
地
一

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
若
年
者
か
ら
高
齢
者
を
含
む
職
業
社
会
で
の
問
題

を
抱
え
る
人
々
に
対
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
、
能
力
開
発
支
援
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
支

援
、
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
・
バ
ラ
ン
ス
支
援
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
起
業
支
援
等
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
々
が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
職
業
社
会
が
抱
え
る
問

題
解
決
や
雇
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

令
和
元
年
十
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

第
一
リ
ー
ス
株

式
会
社　

代
表
取
締
役　

長
津
克
司　

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
六
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
複
合
施
設　

山
梨
県
南
ア
ル
プ

ス
市
徳
永
字
押
出
八
十
三
番
五
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

第
一
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

遠
藤
経
雄

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
六
号

第
一
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

長
津
克
司

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
六
号

　

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

第
一
リ
ー
ス
株



山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

三
二
六

式
会
社　

代
表
取
締
役　

長
津
克
司　

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
六
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

Ｄ
Ｉ
Ｓ
上
今
井
複
合
施
設　

山
梨
県
甲
府
市
上
今
井

町
七
百
六
十
九
番
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠	　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

第
一
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

遠
藤
経
雄

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
六
号

第
一
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

長
津
克
司

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
六
号

　
　

㈡	　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

　

外
一
者

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

　

外
二
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

オ
リ
ッ
ク
ス
株

式
会
社　

代
表
執
行
役　

井
上
亮　

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
四
番
一
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
国
母　

山
梨
県
甲
府
市
大
里
町

三
百
五
十
一
｜
一
番
地
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ

代
表
取
締
役　

才
津
達
郎

東
京
都
府
中
市
若
松
町
一
丁
目
三
十
八
番
地

一　

外
二
者

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ

代
表
取
締
役　

貞
方
宏
司

東
京
都
府
中
市
若
松
町
一
丁
目
三
十
八
番
地

一　

外
二
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ

株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎　

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十
五
番
八
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ザ
・
ビ
ッ
グ
甲
府
住
吉
店　

山
梨
県
甲
府
市
住
吉
三

丁
目
三
千
九
十
二
番
地
外



山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

三
二
七

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

神
尾
啓
治

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

一

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号

　

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
七
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ

株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎　

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十
五
番
八
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ザ
・
ビ
ッ
グ
甲
府
長
松
寺
店　

山
梨
県
甲
府
市
長
松

寺
町
六
百
五
十
九
番
三
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

神
尾
啓
治

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

一

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号

　

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
七
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ

株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎　

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十
五
番
八
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ザ
・
ビ
ッ
グ
甲
府
和
戸
店　

山
梨
県
甲
府
市
和
戸
町

字
芝
原
五
百
三
十
九
番
地
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

神
尾
啓
治

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

一

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号

　

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
七
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー



山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

三
二
八

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

関
山
産
業
株
式

会
社　

代
表
取
締
役　

関
山
文
代　

山
梨
県
都
留
市
夏
狩
六
百
六
十
四
番
地

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

富
士
見
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー　

山
梨
県
富
士
吉

田
市
上
吉
田
三
千
二
百
八
十
四
番
地
一

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

神
尾
啓
治

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

一　

外
一
者

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号　

外
一
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
七
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

芙
蓉
総
合
リ
ー

ス
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

田
泰
徳　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
山
梨　

山
梨
県
山
梨
市
下
石
森
宮

ノ
前
七
｜
一
番
地

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役　

村
内
忠
壽

東
京
都
八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
八
番
十

号　

外
六
者

株
式
会
社
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役　

永
長
敬
造

東
京
都
八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
八
番
十

号　

外
六
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
十
九
年
五
月
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

Ｄ
Ｃ
Ｍ
く
ろ
が

ね
や
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

赤
井
幹
雄　

山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
三
番
十
八
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

Ｄ
Ｃ
Ｍ
く
ろ
が
ね
や
韮
崎
店　

山
梨
県
韮
崎
市
藤
井

町
南
下
條
字
下
河
原
百
五
十
二
番
地
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所



山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

三
二
九

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

神
尾
啓
治

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

一　

外
三
者

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号　

外
三
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
七
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
ト
ー

ア
紡
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン　

代
表
取
締
役　

長
井
渡　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
城
見
一
丁
目
二
番

二
十
七
号
ク
リ
ス
タ
ル
タ
ワ
ー
十
八
階

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

フ
レ
ス
ポ
甲
西　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
西
南
湖
字

廻
り
木
三
百
四
十
一
番
地
一
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

神
尾
啓
治

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

一　

外
三
者

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号　

外
三
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
七
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

芙
蓉
総
合
リ
ー

ス
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

田
泰
徳　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号

　

外
一
者

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

南
ア
ル
プ
ス
ガ
ー
デ
ン　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市

十
五
所
字
西
原
千
四
百
二
十
三
番
四

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

神
尾
啓
治

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

一　

外
六
者

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号　

外
六
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
七
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報



山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

三
三
〇

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

イ
オ
ン
タ
ウ
ン

株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

大
門
淳
及
び
加
藤
久
誠　

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一
二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
山
梨
中
央　

山
梨
県
中
央
市
下
河
東

字
上
窪
四
百

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

神
尾
啓
治

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

一　

外
十
九
者

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号　

外
十
七
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

大
和
情
報
サ
ー

ビ
ス
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

藤
田
勝
幸　

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
十
八
番
二
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ア
ク
ロ
ス
ガ
ー
デ
ン
甲
府
昭
和　

山
梨
県
中
巨
摩
郡

昭
和
町
飯
喰
字
村
西
千
五
百
六
十
三
番
地
三
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

水
野
秀
晴

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
二
丁
目
二
番
十
五

号

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

松
本
忠
久

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
二
丁
目
二
番
十
五

号

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
基
準
面
積
以
下
と
す
る
旨
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者

　

1
	　

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

中
央
自
動
車
倉
庫
株
式
会
社　

代
表

取
締
役　

新
井
越
雄

　

2
	　

住
所　

群
馬
県
高
崎
市
八
幡
原
町
三
百
三
十
七
番

二　

届
出
の
概
要

三
三
〇



山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

三
三
一

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

㈠　

名
称　

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
甲
府
国
母
店

　
　

㈡	　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
国
母
八
丁
目
百
五
番
地
一

　

2　

廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計　

五
千
二
百
九
十
平
方
メ
ー
ト
ル

　

3　

廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計　

零
平
方
メ
ー
ト
ル

　

4　

店
舗
面
積
の
合
計
を
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
に
変
更
す
る
日　

令
和
元
年
十
月
八
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
七
日



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

三
三
二


